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平成26年４月25日（金曜日）

午前10時０分開会

会議に付託された議案等

○教育及び警察行政の推進並びに公営企業の経

営に関する調査

○その他報告事項

・公立学校施設の耐震化の状況について

・スーパーグローバルハイスクールの指定につ

いて

・県立高校生の就職状況について

・平成２５年度特別支援学校高等部卒業生の進

路状況について

出席委員（７人）

委 員 長 西 村 賢

副 委 員 長 右 松 隆 央

委 員 中 村 幸 一

委 員 押 川 修一郎

委 員 山 下 博 三

委 員 髙 橋 透

委 員 徳 重 忠 夫

欠席委員（なし）

委員外委員（なし）

説明のため出席した者

警察本部

警 察 本 部 長 白 川 靖 浩

警 務 部 長 水 野 良 彦

警務部参事官兼
西 福 一

首 席 監 察 官

生 活 安 全 部 長 山 内 敏

刑 事 部 長 武 田 久 雄

交 通 部 長 鳥 井 宏 一

警 備 部 長 金 井 嘉 郁

警務部参事官兼
齊 藤 直 司

警 務 課 長

生活安全部参事官兼
野 辺 学

生活安全企画課長

生 活 環 境 課 長 橋 本 利 幸

総 務 課 長 河 野 俊 一

警務部参事官兼
鬼 塚 博 美

会 計 課 長

少 年 課 長 津 端 重 雄

交 通 規 制 課 長 大 野 正 人

運 転 免 許 課 長 吉 田 瑞 行

教育委員会

教 育 長 飛 田 洋

教 育 次 長
原 田 幸 二

（ 総 括 ）

教 育 次 長
谷 口 英 彦

（教育政策担当）

教 育 次 長
今 村 卓 也

（教育振興担当）

総 務 課 長 大 西 祐 二

参事兼財務福利課長 田 方 浩 二

学 校 政 策 課 長 川 越 良 一

学 校 支 援 監 川 﨑 辰 巳

特別支援教育室長 坂 元 厳

教 職 員 課 長 西 田 幸一郎

生 涯 学 習 課 長 村 上 昭 夫

スポーツ振興課長 日 髙 和 典

文 化 財 課 長 大 西 敏 夫

人権同和教育室長 黒 木 政 信

企業局

企 業 局 長 四 本 孝

副 局 長 城 野 豊 隆

技 監
図 師 雄 一

（ 土 木 担 当 ）

平成26年４月25日(金)
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技 監
本 田 博

（電気･機械担当）

総 務 課 長 沼 口 晴 彦

経 営 企 画 監 喜 田 勝 彦

工 務 課 長 新 穗 伸 一

開 発 企 画 監 平 松 信 一

電 気 課 長 白ヶ澤 宗 一

施 設 管 理 課 長 山 下 雄 一

総 合 制 御 課 長 田 村 秀 秋

事務局職員出席者

政策調査課主幹 牧 浩 一

議事課主任主事 沼 口 恭一郎

○西村委員長 ただいまから文教警察企業常任

委員会を開会をいたします。

まず、委員席の決定についてでありますが、

お座りの仮席のとおりに決定してよろしいで

しょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○西村委員長 それでは、そのように決定をい

たします。

次に、本日の委員会の日程でありますが、お

手元に配付の日程案のとおりでよろしいでしょ

うか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○西村委員長 それでは、そのように決定をい

たします。

次に、委員会の運営方法についてであります

が、執行部入れかえの際は、委員長会議確認事

項のとおり、10分程度の休憩を設けることに御

異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○西村委員長 それでは、そのように決定いた

します。

執行部入室のため、暫時休憩をいたします。

午前10時１分休憩

午前10時３分再開

○西村委員長 委員会を再開をいたします。

先般の臨時県議会におきまして、私たち７名

がこの文教警察企業常任委員会の委員になった

ところであります。

私は、このたび委員長に選任されました日向

市選出の西村賢でございます。

一言御挨拶を申し上げます。

このたび委員長になりました西村です。もう

御承知のとおり、２年ぶりに２回目のこの文教

警察企業常任委員会の委員長を拝命しました。

また、前回の経験も踏まえまして、県民の安心

安全のために頑張ってまいりたいと思いますの

で、皆様方との闊達な意見交換、議論ができま

すことを、また１年間期待してまいります。よ

ろしくお願いいたします。

次に、委員の紹介をいたします。

私の隣が宮崎市選出の右松隆央副委員長でご

ざいます。

向かって左側になりますが、都城市選出の中

村委員でございます。

都城市選出の山下委員でございます。

西都市・西米良村選出の押川委員でございま

す。

右側になりますが、日南市選出の髙橋委員で

あります。

都城市選出の徳重委員です。

次に、書記の紹介をいたします。

正書記の沼口主任主事でございます。

副書記の牧主幹でございます。

それでは、本部長の御挨拶、幹部職員の紹介

並びに所管業務の概要説明をお願いをいたしま
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す。

○白川警察本部長 おはようございます。警察

本部長の白川でございます。どうぞよろしくお

願い申し上げます。

西村委員長、右松副委員長、山下委員、押川

委員、髙橋委員には、文教警察企業常任委員へ

の御就任おめでとうございます。また、中村委

員、徳重委員には、引き続きよろしくお願い申

し上げます。

さて、本県警察では、運営方針であります「県

民の期待と信頼にこたえる力強い警察」実現の

ため、県民の皆様が安全で安心して暮らせる社

会を守るため努力してまいる所存でございます

ので、委員の皆様におかれましても、今後とも、

御指導、御支援を賜りますようよろしくお願い

申し上げます。

本日は、年度初めの常任委員会であり、執行

部の職員に変更がありましたので、私から執行

部の紹介を行いました後、宮崎県警察の組織、

平成26年度の歳出予算の２項目につきまして、

警務部長から報告をさせていただきます。

それでは、資料１を御参照ください。

執行部名簿は、いわゆる建制順となっており

ますので、席次につきましては、部長をこの第

一列に配置しておりますことから、名簿とこの

席次の順がちょっと異なっておりますけれども、

御了承いただくようお願い申し上げます。

それでは、幹部の紹介を行わせていただきま

す。

まず、警務部長の水野警視正であります。

警務部参事官兼首席監察官の西警視正でござ

います。

生活安全部長の山内警視正であります。

刑事部長の武田警視正であります。

交通部長の鳥井警視正であります。

警備部長の金井警視正でございます。

警務部参事官兼会計課長の鬼塚警視でありま

す。

警務部参事官兼警務課長の齊藤警視でありま

す。

生活安全部参事官兼生活安全企画課長の野辺

警視であります。

総務課長の河野警視です。

少年課長の津端警視であります。

生活環境課長の橋本警視であります。

交通規制課長の大野警視であります。

運転免許課長の吉田警視であります。

以上が、本年度の警察本部執行部のメンバー

でございます。どうぞよろしくお願い申し上げ

ます。

○水野警務部長 それでは、引き続きまして、

本県警察の組織の概要につきまして、御説明申

し上げます。説明が長くなりますので、大変恐

縮でございますけれども、着席させていただき

ます。

まず、お手元に配付しております資料２、宮

崎県警察の組織についてをごらんください。

本県警察は、宮崎県公安委員会の管理のもと、

警察本部に５部23課１所４隊を置くとともに、

警察学校を附置し、さらに県内に13の警察署を

設置しております。

この中で、生活安全部でございますけれども、

その中に通信指令課がございますが、これは今

春新設した課であります。

これまでは、地域課内の通信司令室という位

置づけで通信指令業務を行っておりましたが、

これまで以上に初動警察活動を迅速・的確に行

い、県民の安全・安心を確保できるよう、課に

格上げいたしまして、通信指令体制の強化を図っ

たものであります。
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続きまして、警察本部各部の業務の概要でご

ざいますが、警務部につきましては、広報、会

計、人事、監察、教養及び福利厚生に関するこ

となどを、生活安全部につきましては、犯罪の

予防、地域警察、通信指令、少年の健全育成、

サイバー犯罪や生活経済事犯等の捜査及び風俗

営業、質屋営業等の許認可に関することなどを、

刑事部につきましては、殺人、窃盗、詐欺等犯

罪の捜査、暴力団、薬物、銃器の取り締まり等

組織犯罪対策及び犯罪鑑識・科学捜査に関する

ことなどを、交通部につきましては、交通安全

対策や交通規制、交通指導取り締まり、交通事

故に係る犯罪の捜査及び運転免許に関すること

などを、警備部につきましては、警備実施や災

害警備、警衛及び警護に関することなどを、そ

れぞれ所掌事務としております。

また、警察署には、その下部機構としまして

交番及び駐在所等172施設を設置し、県民の安全

と平穏の確保に努めているところでございます。

次に、本県警察職員の定員につきましては、

平成26年４月１日現在、警察官が2,008名、一般

職員が321名、合計2,329名でございます。

なお、本年春には、先ほど申し上げました通

信指令課の新設のほか、県民に危害が及ぶおそ

れのある事態に的確に対処するための、刑事企

画課への総合捜査対策室の設置や生活安全企画

課ストーカー・ＤＶ対策係の体制強化、それか

ら、高速道路の延伸に伴いまして、高速道路交

通警察隊の体制強化など、本県警察の運営方針

であります「県民の期待と信頼にこたえる力強

い警察」の確立を目指した組織改編を実施した

ところでございます。

以上が資料２でございます。

続きまして、警察本部の平成26年度歳出予算

の概要等につきまして御説明申し上げます。資

料の３─１以降でございます。

本県警察では、先ほどから申しておりますけ

れども、平成26年の運営方針を「県民の期待と

信頼にこたえる力強い警察」としておりまして、

運営重点として、「総合的な犯罪抑止対策の推進」

などの７項目を掲げております。歳出予算は、

この運営重点を柱とした各種施策を実行するた

めの事業費と、それから、治安維持に必要な経

費を承認していただいております。

お手元の資料の３─１の最初に１がございま

す。平成26年度歳出予算の概要でございます。

これについて御説明いたします。

警察本部の平成26年度の歳出予算額は、恩給

及び退職年金費を除きまして277億6,852万4,000

円でございます。

この予算額は、そこの表の中にありますが、

一番右側の昨年度と比べますと、人件費につき

ましては、定年退職者が増加することによる退

職手当の増額等により３億39万円の増額、人件

費以外の物件費につきましては、交通安全施設

整備事業費等の増加で、３億9,995万1,000円の

増額でございます。総額では７億34万1,000円の

増額でございました。率にいたしますと、その

下にありますが、対前年度比2.6％の増加となっ

ております。

なお、ここで物件費と申しておりますが、こ

の物件費の主なものといたしましては、警察活

動を行うために必要な消耗品の購入、車両及び

ヘリコプター等に係る燃料費、警察庁舎や信号

機の電気代等の水道光熱費が12億2,771万2,000

円でございます。これは、物件費の主なものの

項目の（１）であります。

それから、（２）にあります委託費であります

けれども、コンピューター機器の保守委託、庁

舎の電気設備等の管理の委託、免許証の更新等、
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法令に基づいて実施する各種講習の業務委託等

の委託費が13億7,983万1,000円でございます。

その下の（３）であります、使用料ですが、

これは、パソコンを初めとするコンピューター

機器のリース料、警察庁舎に関する土地や建物

の賃借料等の使用料でございます。15億9,238

万6,000円であります。

それから、その下の工事費、２行に分けて書

いてございますが、上の１行目は、警察庁舎、

職員宿舎及び交番・駐在所の建設や修理に伴う

工事費でございます。これが４億2,447万1,000

円であります。

その下の行でありますが、信号機の新設及び

更新道路標識・標示等の整備に要する工事費

が15億4,548万4,000円でございます。

続きまして、その下の２番であります。主な

事業について御説明いたします。

（１）から（６）にございますが、それぞれ

の事業の名前の頭に○新あるいは○改と表示してお

りますけれども、○新となっておりますのは、平

成26年度の新規事業でございます。○改は改善事

業、既存の事業に改善を加えた事業でございま

す。

平成26年度の主な事業のうち新規事業としま

しては４つほどございます。（１）から（４）で

ありますが、「通信指令システム高度化事業」885

万6,000円、「警察署庁舎災害対策事業」１億

1,293万4,000円、「適正な証拠品管理事業」4,176

万6,000円、「災害に強く環境に優しい信号機等

整備事業」7,420万4,000円、この４つを編成さ

せていただいております。

それぞれの個々の事業につきまして、簡単に

御説明させていただければというふうに思いま

す。

まず、通信指令システム高度化事業、（１）の

事業でございます。これにつきましては、次の

ページの資料の３─２をお開きいただけますで

しょうか。

この事業は、多様化・スピード化する犯罪や

大規模災害に的確に対応する機能性の高い通信

指令システムを構築するため、専門技術に精通

したシステム設計業者に仕様書等の作成を委託

するというものでございます。

事業内容としましては、現在の通信指令シス

テムが平成28年３月にリースの更新がなされる

ことから、仮に警察本部の110番機能がシステム

ダウンした場合の警察署等への機能移転や被災

情報の集約といった災害対策機能等を付加した

新システムの設計及びその仕様書の作成を委託

するものでございます。

この事業によりまして、標準的な仕様書を作

成することにより、多くのシステム構築業者が

入札に参加できるため、競争性が促進され、高

機能なシステムをより安価に取得できるもので

ございます。また、各種犯罪や災害に対して、

より迅速・的確な初動警察活動を展開すること

ができ、県民の生命、身体及び財産の保護に寄

与できるものと考えております。

続きまして、警察署庁舎災害対策事業でござ

いますが、資料の３─３に基づきまして御説明

させていただきます。

この事業は、平成25年２月に、南海トラフ巨

大地震発生時における津波浸水想定区域が公表

されましたが、津波浸水想定区域内にある延岡

警察署と高鍋警察署につきましては、非常用発

電設備が津波による浸水で故障するおそれがあ

りますことから、これを防ぐための改修を行い、

災害発生時における警察署の電力を確保するこ

とで、被災者の救助や避難誘導等の災害警備活

動を迅速・的確に推進するものでございます。
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事業内容につきましては、高鍋警察署と延岡

警察署の非常用発電設備について、給油ポンプ

を内蔵させた燃料タンクの整備、非常用発電機

の移設等を行います。

この事業によりまして、早急かつ安定的に電

源を確保することが可能となり、迅速・的確に

住民の救助活動を初めとする災害警備活動を実

施することができるとともに、警察署が機能し

ていることで住民の安全な生活を守ることがで

きると考えております。

続きまして、資料の３─４をごらんください。

適正な証拠品管理事業でございます。

この事業は、重要凶悪事件の公訴時効が廃止

または延長されたことに伴いまして、証拠品の

保管量が増加するなどにより、証拠品の適正管

理と保管業務の負担軽減が求められることから、

保管状況を組織的に管理するシステムの構築と、

長期の保管を要する警察署の証拠品の一部を警

察本部で集中管理することで、証拠品の適正な

保管管理を推進するものであります。

事業内容につきましては、現在、証拠品を押

収した際の関係書類の作成や証拠品の保管、出

納、点検は、それぞれ個別の処理を行っている

ところでございますけれども、この事業により

まして、既存のシステムに連動する証拠品管理

システムを構築することができまして、押収時

の証拠品データの入力と連動した管理簿の自動

作成、それから、証拠品出納時のＱＲコード読

み込みによる出納状況の記録等を可能なものに

いたします。

あわせて、警察本部の証拠品保管庫に、証拠

品棚及び冷凍庫を整備し、警察署で保管・管理

している証拠品の一部を集中管理することによ

り、警察署の証拠品保管スペースの確保、管理

負担の軽減を図ります。

この事業を行うことによりまして、証拠品の

適正管理に万全を期することができ、あわせて

各警察署の証拠品保管状況の把握と点検業務の

軽減、さらには、管理負担の軽減を図ることが

できるというふうに考えております。

続きまして、めくっていただいて、次のペー

ジ、資料３─５をごらんください。災害に強く

環境に優しい信号機等整備事業でございます。

この事業は、主要幹線道路の信号機への電池

式信号機電源付加装置の設置と信号灯器のＬＥ

Ｄ化、あわせて、新設道路への信号機整備によ

り、災害対策や道路交通の安全と円滑化を図る

ものでございます。

事業内容といたしましては、災害対応上重要

な主要幹線道路の信号機の停電対策として電池

式信号機電源付加装置を設置するとともに、信

号灯器をＬＥＤ化いたします。あわせて、新設

される道路の交差点に半感応式信号機やプログ

ラム多段式信号機を設置いたします。

ここで申し上げます半感応式信号機は、自動

車等を感知して信号制御を行うものでございま

して、プログラム多段式信号機は、一定の周期

で信号制御を行うものでございます。

この事業による電池式信号機電源付加装置の

設置と信号灯器のＬＥＤ化により、大規模災害

発生時の停電時においても信号機の機能を維持

できるとともに、二酸化炭素の排出を抑制して

温暖化対策にも効果があるものでございます。

また、交通量が増加する新設道路に信号機を

設置することにより、交通の円滑化が図られ、

さらには交通事故抑止につながってまいるもの

でございます。

続きまして、資料３─１に戻っていただけま

すでしょうか。これ今説明申し上げました４つ

の事業は新規事業でございますけども、資料３
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─１の下の２つでございます。改善事業につい

ての御説明でございます。最初のページの○改と

表記している事業ですが、２番の（５）であり

ます。「南海トラフ巨大地震等災害対策強化事

業」2,579万1,000円、（６）「特殊事件捜査資機

材整備事業」181万円、この２つを編成させてい

ただいております。

行ったり来たりして大変恐縮でございますけ

れども、資料の３─６をごらんください。今申

し上げました２つの事業のうちの最初の事業の

南海トラフ巨大地震等災害対策強化事業につい

ての御説明であります。

この事業は、本県に甚大な被害を及ぼすおそ

れのある南海トラフ巨大地震等の大規模災害に

備え、被災者の救出・救助活動に必要な装備資

機材や備蓄食糧を確保するものであります。

事業内容につきましては、被災者の救出・救

助活動に必要な投光器や発電機等の装備資機材

を整備し、職員の備蓄食糧を確保するものであ

ります。

この事業による装備資機材等の充実により、

迅速かつ効果的な人命救助活動が可能となり、

円滑な災害警備活動が実施できるものと考えて

おります。

続きまして、次のページ、資料３─７をごら

んください。特殊事件捜査資機材整備事業でご

ざいます。

この事業は、身の代金目的誘拐事件や人質立

てこもり事件等の捜査に必要な装備資機材を整

備し、早期の被害者救出と事件解決を図るもの

であります。

事業内容といたしましては、これらの特殊事

件捜査に必要な無線機、防弾衣、閃光弾等の装

備資機材を３カ年で整備するものでございます。

この事業で装備資機材を整備することにより、

これら特殊事件等の発生に際し、秘匿捜査や突

入等の強制捜査に万全を期する捜査体制が早期

に確立し、被害者救出と事件解決に資すること

ができ、あわせて、捜査員の殉職受傷事故防止

を図ることができると考えております。

長くなりましたけども、説明は以上でござい

ます。

○西村委員長 執行部の説明が終わりました。

質疑はございませんか。

○髙橋委員 主要幹線道路の新規事業の３─５

です。主要幹線道路、いろいろあると思うんで

すけど、県内にも市街地何カ所かあると思うん

ですが、この電池式の信号機の設置では、例え

ば、私の地元日南とか、こういったところまで

エリアというのは含まれていくんでしょうか。

○鳥井交通部長 主要幹線道路というのは、国

道10号、国道220号、こういったものを予定して

おります。

現在、県内でこの災害対策用の信号機90基設

置になっております。そのうちの83基、これが、

自動可動式発動発電機を備えているもの、残り

の７基、これが電池式でございます。電池式に

つきましては、停電と同時に６時間、７時間も

つわけですけども、非常に、発動発電機と違い

まして二酸化炭素を排出しないということで、

環境にも優しいということで、現在７基ですけ

ども、今回この事業におきまして、３基を整備

する予定にしております。県内南北、国道10

号、220号線の沿線上につけておりますので、当

然※日南のほうも含まれることになります。

○髙橋委員 わかりました。

あと１点、３─６と３─７の改善事業ですけ

ど、当然、私は、例えば南海トラフでいうと投

光器とかこんなのは持ってらっしゃったと思う

※９ページに発言訂正あり



- 8 -

平成26年４月25日(金)

んです、職員の備蓄食糧とか。新しく何か機材

の入れかえというふうな理解でいいんでしょう

か。もうちょっと高度な資機材を買うんですよ

という理解をしたほうがいいでしょうか。

○武田刑事部長 これにつきましては、防じん

手袋とか、あるいは特殊な服装、燃えない服装

とか、こういったものを既に購入させていただ

いております。この予算額を見てもそうですけ

ども、そういったものを訓練等で使うわけでご

ざいますので、もう耐火ボードが耐火がきかな

いとか、あるいは手袋についても、普通は刃物

で来たら受けれるわけですけども、そういった

機能が衰えてしまうとか、そういったものを更

新して、整備をずっとつないでいきたいという

ものでございます。

○金井警備部長 指導力につきましても、同じ

く警察署員が現場におりまして、一番先に人命

救助に当たる立場にございますので、この警察

署の装備資機材を充実するというのが一番大き

な狙いであります。さらに、備蓄につきまして

は、保管、賞味期限等もございますので、都度、

年度入れかえておる状態がございますので、そ

れも含めまして対応させていただいております。

以上でございます。

○髙橋委員 はい、わかりました。

○西村委員長 ほかにはないでしょうか。

○押川委員 ちょっと教えてください。１ペー

ジの３─１の委託費ですけども、機器保守委託、

業務委託、それぞれ、これ、先ほど少しは説明

があったんですが、主なものと、この委託先わ

かれば教えてください。そして、委託先の決定

はどのようにされていらっしゃるのか。

○水野警務部長 委託先の詳細につきまして、

今ちょっと手元にございません。ちょっと、済

みません、お時間をいただくことになるかと思

いますが、基本的に委託につきましては、一般

競争入札という手続を踏んでいくような格好に

なっております。ただ、中には、どうしても競

争入札をかけても応札がなくて、結局１社との

随意契約という格好になるものもございますけ

ども、基本は、競争性をちゃんと確保しながら

委託先を選定するという手続を踏んでやってお

る次第でございます。

○押川委員 わかりました。この13億7,900万何

がしの振り分けはどのようになっているんで

しょうか。わかれば教えてください。

○水野警務部長 委託費でございますね。機器

の保守関係でございます。大まかな感じで大変

恐縮なんですけども、13億8,000万ほどなんです

が、その中の主なもので申し上げますと、機器

の保守でございますが、この関係で約５億弱ぐ

らいでございます。それから、業務の委託、そ

の関係で約４億円ほどでございましょうか。こ

れでほぼ９億、10億円ぐらいあるかと思います。

中身で申し上げますと、例えば機器の保守で

は、通信指令システムの機器の保守も対象にな

りますし、あるいは警察庁舎の設備、それから、

電気関係の整備でございますが、これをしっか

り使えるようにメンテナンスしていただくよう

な、そういう関係の保守の委託、それから、先

ほど申し上げました信号機の関係もございます。

信号機の保守の関係も入っております。

業務に関しましては、例えば、運転免許の更

新をしていただく際に各種講習を受けていただ

くことがあるかと思いますが、そういった講習

業務を委託する。あるいは高齢者の方が免許関

係の講習を受けられる場合に、その講習業務を

委託するなどの場合もございます。

以上でございます。

○押川委員 わかりました。ありがとうござい
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ました。

○西村委員長 ほかにないでしょうか。

○鳥井交通部長 済みません。先ほど信号機の

電源付加装置、これ日南にもあるのですかとい

う御質問でございましたけども、電池式のやつ、

ことし整備する予定の３基、これについては日

南のほうは入っておりません。従来83基、自動

可動式の発動発電機のある信号機、災害対策の

信号機、日南のほうにも設置はございますけど

も、電池式の本年度で整備する３基の中には日

南のほうは含まれておりませんので、訂正させ

ていただきます。

○髙橋委員 電池式はあるんですよね、日南に

も。

○鳥井交通部長 いえ、日南にはございません。

県内90基ございますけども、83基が発動発電式

のやつ、また、県内少なくて、現在７基を整備

しておりますけども、日南のほうにはございま

せん。

○西村委員長 ほかにないでしょうか。

○押川委員 適正な証拠品管理事業の中で

ちょっと教えてください。証拠品棚はある程度

想像がつくんですが、この冷凍庫というのはど

ういったものを保管されてる、役割があるのか

ちょっと教えてください。

○武田刑事部長 一番典型的なものはＤＮＡの

資料でございますけども、長期間、時効の廃止

に伴った、いわゆる殺人とかもう時効が廃止さ

れたわけでありまして、あるいは罪によっては

傷害致死とか、30年、20年に延びたわけであり

ますから、こういった期間で変質しないよう、

そういったものを冷凍庫の中に入れていくとい

う予定でございます。

○押川委員 はい、わかりました。

○西村委員長 ほかにないでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○西村委員長 それでは、以上をもって警察本

部を終わります。

執行部の皆様、御苦労さまでした。

暫時休憩をいたします。

午前10時34分休憩

午前10時39分再開

○西村委員長 委員会を再開をいたします。

先般の臨時県議会におきまして、私ども７名

がこの文教警察企業常任委員会の委員に選任を

されました。

私は、このたび委員長に選任されました日向

市選出の西村賢でございます。

一言御挨拶を申し上げます。

皆様方におかれましては、また１年間我々７

名の委員とともに、県内の教育行政に関しまし

ていろんな議論を深めて、県民福祉の向上のた

めに、また、教育力向上のために、スポーツ競

技力向上のために頑張っていきたいと思います

ので、どうぞよろしくお願いをいたします。

それでは、委員を紹介したいと思います。

私の隣が右松隆央副委員長でございます。

向かって左側になりますが、都城市選出の中

村委員でございます。

都城市選出の山下委員でございます。

西都市・西米良村選出の押川委員でございま

す。

右側になります。日南市選出の髙橋委員です。

都城市選出の徳重委員です。

次に、書記の紹介をいたします。

正書記の沼口主任主事でございます。

副書記の牧主幹でございます。

それでは、教育長の御挨拶、幹部職員の紹介

並びに所管業務の概要説明をお願いをいたしま



- 10 -

平成26年４月25日(金)

す。

○飛田教育長 おはようございます。教育委員

会でございます。新しい年度もどうぞよろしく

お願いいたします。

まず、おわびを申し上げます。

職員の綱紀の保持及び服務規律の遵守につい

ては、常日ごろから厳しく指導してきていると

ころでありますが、先日、４月16日に県教育委

員会事務局職員が公然わいせつ容疑により、現

行犯逮捕され、県民の皆様や委員の皆様の信頼

を大きく裏切る事案が起きましたことはまこと

に残念であり、痛恨のきわみであります。

県民の皆様や委員の皆様に、本当に申しわけ

なく、深くおわびを申し上げます。申しわけご

ざいませんでした。

本件につきましては、今後、事実関係を十分

把握し、厳正に対処してまいりたいと考えてお

ります。

また、コンプライアンスの推進につきまして

は、今後も一層具体的な取り組みを進め、職員

一人一人の綱紀粛正を改めて徹底し、再発防止

に全力で粘り強く取り組むことによりまして、

県民の皆様の信頼回復に努めてまいりたいと考

えております。

委員の皆様には、引き続き、御指導、御鞭撻

のほど、よろしくお願いいたします。

次に、お礼を申し上げたいと思います。

県立西都原考古博物館はちょうど10周年を迎

えたところでございますが、その記念式典及び

「西都原古墳群発掘100年・西都原考古博物館開

館10周年記念特別展」の開会式には、福田議長

を初め、押川副議長並びに西村委員長に御臨席

をいただきました。この場をおかりしましてお

礼を申し上げたいと思います。ありがとうござ

いました。

それでは、この後は、座って説明をさせてい

ただきます。

お手元の常任委員会資料の１ページをお開き

ください。

まず、教育委員会事務局の幹部職員を紹介申

し上げます。

教育次長（総括）担当、原田幸二でございま

す。

教育次長（教育政策担当）の谷口英彦でござ

います。

教育次長（教育振興担当）の今村卓也です。

総務課長、大西祐二です。

参事兼財務福利課長、田方浩二です。

学校政策課長、川越良一です。

学校支援監、川﨑辰巳です。

特別支援教育室長、坂元厳です。

教職員課長、西田幸一郎です。

生涯学習課長、村上昭夫です。

スポーツ振興課長、日髙和典です。

文化財課長、大西敏夫です。

人権同和教育室長、黒木政信です。

なお、課長補佐、室長補佐につきましては、

１ページの名簿の記載をもって紹介にかえさせ

ていただきます。よろしくお願いいたします。

次に２ページをごらんください。教育委員の

構成についてであります。

教育委員は、委員６名で構成されておりまし

て、齊藤和子委員長ほか、ごらんのとおりでご

ざいます。

３ページをごらんください。宮崎県の教育基

本方針であります。

本県の教育は、「たくましいからだ 豊かな心

すぐれた知性」をそなえ、郷土への誇りや、

新しい時代を切り拓いていく気概を持ち、心身

ともに調和のとれた人間の育成を目指しており
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ます。

この方針に基づきまして、各種の施策を推進

してまいりたいと考えております。

４ページをごらんください。宮崎県人権教育

基本方針についてであります。

県教育委員会では、あらゆる方の人権を尊重

する人権教育を推進するために、平成17年度に、

宮崎県人権教育基本方針を策定したところであ

ります。

今年度につきましても、この方針に基づきま

して、人権教育の一層の推進に取り組んでまい

りたいと考えております。

次に、５ページをお願いいたします。教育委

員会の平成26年度当初予算でありますが、表の

下から５段目の太線で囲んであります合計の欄

をごらんください。一般会計の合計は1,079

億6,644万円であります。また、下から２段目の

太線で囲んであります合計の欄をごらんくださ

い。特別会計の合計は16億4,367万6,000円であ

ります。総額は、一番下の欄に記載しておりま

すように、総計で1,096億1,011万6,000円であり

ます。

２つ右の欄になりますが、これは、平成25年

度当初予算額に対しまして17億7,543万1,000円

の増、率にいたしまして、対前年比101.6％となっ

ております。

続きまして、６ページをお願いいたします。

県教育委員会事務局の組織体制をお示ししてお

ります。また、７ページから15ページまで、各

課室ごとの組織及び事務を記載しております。

後ほどお目通しをいただきたいと考えておりま

す。

続きまして、16ページ、17ページ、縦方向で

ごらんください。第二次宮崎県教育振興計画の

施策の体系に沿いまして、平成26年度の県教育

委員会の主な事業をお示ししたものであります。

施策の目標１は、県民総ぐるみによる教育の

推進、施策の目標２は、生きる基盤を育む教育

の推進、施策の目標３は、自立した社会人・職

業人を育む教育の推進、施策の目標４は、魅力

ある教育を支える体制や環境の整備・充実、施

策の目標５は、生涯を通じて学び、挑戦できる

社会づくりの推進でありまして、以上の各施策

の目標を達成するために、右側に記載しており

ます各種事業を重点的に展開することといたし

ております。

私からの説明は以上でありますが、引き続き、

担当各課室長から教育委員会の主要事業の説明、

さらにその他の報告事項といたしまして、公立

学校施設の耐震化の状況ほか３つの報告事項に

ついて説明をさせていただきます。委員の皆様

方の御指導をよろしくお願いいたします。

○大西総務課長 総務課でございます。私のほ

うからは、総務課関係の主要事業につきまして

御説明いたします。

恐れ入ります。資料の18ページをお願いいた

します。

新規事業「教育研修センター施設改修事業」

であります。

１の事業の目的・背景でありますが、教育研

修センターは、教職員の指導力を高める研修等

の実施や教育相談など、教職員の資質向上と教

育の振興のために設置されておりますが、老朽

化が著しいことから、建てかえ等の改修を行う

ものであります。

改修に当たりましては、これまでの教職員の

研修機能等のさらなる充実を図りますとともに、

社会教育関係団体の指導者に対する研修を行う

など、社会教育支援機能を付加することにより

まして、地域社会を支える人材の育成を支援す
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る施設として整備を図ることといたしておりま

す。

２の事業の内容でありますが、平成26年度は、

実施設計委託、仮設建設工事及び一部解体工事

を行います。また、平成27年度以降、平成28年

度までになりますが、研修ホールの耐震化を含

めた改修工事、新規の建物工事、そして、解体

工事等を行うものであります。

３の事業費でありますが、２億7,458万8,000

円を計上いたしております。内訳につきまして

は、みやざき人財づくり基金で２億7,098万8,000

円、一般財源で360万円となっております。

４の事業期間でありますが、平成26年度から

平成28年度までの３年間であります。

５の事業効果でありますが、耐震化、老朽化

対策が図られ、職員や研修受講者、さらには来

訪者等の災害に対する安全が確保されるなどの

効果があると考えております。

以上であります。

○田方参事兼財務福利課長 財務福利課でござ

います。

常任委員会資料の19ページをお願いをいたし

ます。

新規事業「県立学校老朽化対策事業」につい

てでございます。

１の事業の目的・背景でありますが、県立学

校の施設の多くは、生徒急増期の昭和30年代か

ら50年代に建てられておりまして、外壁や屋根

防水などの劣化が進んでおります。このことか

ら、平成26年度から計画的に老朽化対策事業を

実施し、児童生徒が安全に安心して教育を受け

られる施設の整備を図っていくものでございま

す。

２の事業の内容でありますが、①から④にあ

りますとおり、外壁や屋根の防水、設備機器な

どについて、予防保全的な改修を行い、老朽化

した施設の長寿命化を図りながら整備を行うも

のでございます。26年度は、22校41棟の整備を

行いたいと考えております。

３の事業費でありますが、10億4,213万円を計

上いたしております。財源は、宮崎県地域経済

活性化・雇用創出臨時基金となっております。

４の事業期間でございますが、本年度から、

特に緊急性の高い外壁の剥落防止や屋根防水を

重点的に行いたいと考えております。

５の事業効果でありますが、安全に安心して

教育を受けられる環境が整備されることにより、

児童生徒の学習意欲の高まりとともに、今後集

中すると考えられます改修等を計画的に進め、

予算の平準化を図るものでございます。

説明は以上でございます。

○川越学校政策課長 20ページをごらんくださ

い。新規事業「連携型中高一貫教育推進事業」

であります。

１の事業の目的・背景でありますが、生徒数

の減少が著しい地域の教育の活性化等のため、

本県では設置していない連携型中高一貫教育校

について、県内市町村から連携型中高一貫教育

モデル地区を公募し、県教育委員会や市町村教

育委員会等から成る協議会において、設置のあ

り方等の調査・研究を実施するものであります。

２の事業内容でありますが、（１）の他県の連

携型中高一貫教育校について、小中高の教員に

よる視察調査では、連携型中高一貫校の具体的

な設置のあり方等を学ぶため、学力向上や進学

実績等が向上している他県の学校の視察調査を

実施します。

（２）の教育課程、中高相互乗り入れ授業等

についての研究では、生徒の学習意欲の向上や

基礎学力の定着を図るため、高校教員による中
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学校での授業の実施や、中学校教員が高校の授

業に参加する相互乗り入れ授業の研究を行いま

す。

（３）の中高合同による行事や部活動、発表

会等の研究では、魅力と活力ある教育環境づく

りのため、中高合同の行事や部活動等のあり方

の研究を行います。

（４）の中高一貫教育校全国研究大会への参

加では、中高一貫校の連携のあり方等について

情報収集を行うため、全国の中高一貫教育校が

集い、研究協議等を行う研究大会に参加します。

３の事業費でありますが、52万7,000円を計上

しております。

４の事業期間は、平成26年度から27年度まで

の２カ年であります。

５の事業効果でありますが、連携型中高一貫

教育校の設置のあり方等の調査・研究を実施す

ることにより、本県における連携型中高一貫教

育校の設置の可能性が検討できるものと考えて

おります。

続きまして、21ページをごらんください。改

善事業「地域産業を支える元気な担い手育成事

業」であります。

１の事業の目的・背景でありますが、地域産

業界との連携を強化し、市場や現場で通用する

商品開発や技術の習得を目指した本物志向の取

り組みを推進することにより、生徒の実践力や

柔軟な発想力を培うとともに、仕事への高い志

と専門性を育むなど、即戦力として必要とされ

るプロ意識を備えた地域産業と雇用の核となる

人材の育成を目指すものであります。

２の事業の内容等でありますが、（１）のプロ

意識を育む取り組みでは、生徒みずからが地域

の課題等に対し、生徒の専門力や創造性を生か

して、課題解決に向け、実践的な取り組みを行

うものであります。

具体的には、例の最初の黒丸にありますよう

に、地域関連企業や農林水産業者との連携をし

ながら、地元食材を活用し、地元の名産となる

ような新しい商品の開発に取り組むなど、生徒

に主体性を持たせながら、市場や現場でも通用

するような専門性を生かした取り組みを実施し

ます。

次に、（２）の専門知識・技術を高める取り組

みでは、プロ意識を育むための基盤となる専門

力を高めるため、①の産業界の専門家による先

端技術習得のための講義や高度資格取得に向け

た技術指導等、また、②の専門教科の職員の指

導力向上を図るための研修会を開催します。

（３）の地域産業界との交流を深める取り組

みでは、①の地元の企業や職場の現状について、

生徒に理解を深めさせる取り組み、②では、上

の（１）のプロ意識を育む取り組みや授業での

学習成果を地元の企業等に対し発表を行う生徒

研究発表会等を開催します。

３の事業費でありますが、659万5,000円を計

上しております。

４の事業期間は、平成26年度から28年度まで

の３カ年であります。

５の事業効果でありますが、生徒のプロ意識

を備えようとする意欲を高めるとともに、地域

発展のための志が育まれ、高い専門性を身につ

けた人材を育成することができるものと考えて

おります。

以上です。

○川﨑学校支援監 それでは、私のほうからは、

新規事業と改善事業の２つについて御説明いた

します。

22ページをごらんください。新規事業「いじ

め問題の解決に向けた外部専門家活用事業」で
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あります。

１の事業の目的・背景にありますように、全

国的にいじめを背景とした児童生徒の自殺事案

が発生するなど、いじめ問題が大きな社会問題

になり、国において「いじめ防止対策推進法」

が施行されたことを受けまして、外部専門家に

よるいじめ防止等のための組織体制を構築し、

いじめ防止等の取り組みに係る調査・研修を行

い、成果の普及・啓発を図るとともに、学校だ

けでは解決が困難な事案への迅速な対処を行う

ものであります。

２の事業の内容としまして、（１）にあります

ように、本県のいじめ防止対策の検証と成果の

普及を図るため、宮崎県いじめ防止基本方針を

踏まえた、いじめの防止等の取り組みの効果的

な推進について、学校、県及び市町村教育委員

会等で協議を行う「いじめ問題対策連絡協議会」

を開催いたします。

（２）にありますように、臨床心理士や元警

察官、元教員などで構成する「いじめ問題対策

委員会」を設置し、いじめ防止等の取り組みに

ついて、専門的知見からの調査・審議を行いま

す。なお、いじめ問題対策委員会の委員につき

ましては、きのうの定例教育委員会におきまし

て決定をしております。

この会は、①の定期的な会議のほかに、県立

学校において、法律に定める重大事案が発生し

た場合には、事実関係を明確にするための調査

・審議を行う②の緊急的な会議を開催いたしま

す。

また、（３）にありますように、学校だけでは

解決困難ないじめ問題等が発生した場合に、学

校の調査・報告を受けて、臨床心理士などの外

部専門家から成る緊急支援チームを設置・派遣

し、調査・検証、支援を行ってまいります。

３の事業費としまして、309万5,000円を計上

しております。

４の事業期間は、平成26年度から28年度まで

の３カ年であります。

５の事業効果としまして、いじめ問題等の未

然防止や発生時の支援体制の充実を図るととも

に、外部専門家を有効に活用することにより、

いじめ問題等の的確かつ迅速な解決を図ること

ができるものと考えております。

次に、23ページをお開きください。改善事業

「宮崎の子どもの学力を伸ばす総合推進事業」

であります。

本事業は、これまで取り組んでおりました学

力向上対策に関する事業を１つに再構築し、改

善事業として取り組むものでございます。

１の事業目的・背景にありますように、本県

の児童生徒の学力の状況は、各種調査等により

ますと、教科指導力の向上や基礎学力及び学習

習慣の定着、進学支援の充実などの取り組みが

一層必要でありますので、これらの取り組みを

系統的・総合的に推進し、学力向上を図るもの

であります。

２の事業の内容としまして、課題に対応した

取り組みを推進していくために、（１）から（４）

までの大きく４つの柱で構成をしておりますが、

今回、新たに取り組む内容を中心に説明をさせ

ていただきます。

初めに、（１）の教科指導力の向上であります。

①にありますように、小中学校におきまして

は、全ての教員が共通して、指導上考慮すべき

事項や各教科ごとの指導のあり方などについて、

授業モデルを作成するとともに、その活用を通

してさらなる教科指導の充実を図ることとして

おります。

また、②にありますように、小中学校におけ
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る教科指導研究推進校の指定や高等学校におけ

る教科指導力向上支援教員の任命を通して、教

科指導についての実践的研究を行い、研究公開

などを通して、その成果を全県下に普及したい

と考えております。

次に、（２）の基礎的・基本的な内容及び学習

習慣の定着を図る指導の充実であります。

①にありますように、小中学校においては、

基礎学力定着指導の実践推進地域を、高等学校

におきましては、実践推進校を指定し、基礎学

力定着のための学習指導などの工夫を行います

とともに、家庭との連携による学習習慣の定着

などについて、実践的研究を行い、研究公開な

どを通して、成果の普及を全県下に図るもので

あります。

また、②にありますように、基礎学力や学習

習慣の定着を図るためには、発達の段階に応じ

て、系統的な指導を行うことが必要ですので、

小中高のそれぞれの実践の共有を図るための研

修会を開催するものであります。

３の事業費としまして、2,026万8,000円を計

上しております。

４の事業期間は、平成26年度から28年度まで

の３カ年であります。

５の事業効果としまして、小中高等学校の全

体を見通しながら、系統的な取り組みを進めて

いくことにより、本県の児童生徒の学力向上に

係る課題を解決するとともに、教師の授業力を

高め、児童生徒の学力向上を図ることができる

ものと考えております。

以上でございます。

○村上生涯学習課長 生涯学習課でございます。

資料の24ページをごらんください。新規事業「み

やざきの次代を担う「青年の人材育成プロジェ

クト」事業」についてであります。

１の事業の目的・背景であります。県内には、

青年活動を行っているさまざまな団体がありま

すが、このような青年に対しまして、社会参画

につながる学習機会と場を提供し、次代を担う

実践的リーダーの養成やネットワークづくりな

どの進めることを目的といたしております。

２の事業の内容についてでありますが、（１）

の宮崎の青年結集会議では、このような青年団

体の代表から成ります会議を県が設置いたしま

して、本事業の推進やこれからの青年活動のあ

り方などを協議いたします。

（２）の人材発掘・人材育成・ネットワーク

構築については、①の青年の資質向上講座では、

県内外で活躍する宮崎人や著名な地域活動家な

どの体験談を聞く講演会や研修会を実施いたし

ます。

②の出会い・発見研修会では、青年団体等の

相互理解や交流の広域化を図るために、農林水

産業体験や企業体験などの社会体験活動を実施

いたします。

（３）の明日の宮崎を考えるフォーラムの開

催では、実行委員会を設置しまして、青年みず

からが企画・立案、運営することにより、県内

の青年の力が結集した姿を県民にアピールする

ことといたしております。

３の事業費は、みやざき人財づくり基金を財

源としまして230万8,000円を計上いたしており

ます。

４の事業期間については、平成26年度の事業

といたしております。

５の事業効果につきましては、本事業を通し

て、各青年団体の活動が活性化し、青年の力を

地域の活性化につなげることができると考えて

おります。

次に、25ページをごらんください。新規事業
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「子ども読書活動推進事業」であります。

１の事業の目的・背景であります。読書活動

の関係者が、読書推進のための技法を学び、ま

た、子ども時代の読書の重要性について啓発す

ることによりまして、さらなる子どもの読書活

動を推進していくものでございます。

２の事業の内容でありますが、（１）の子ども

読書活動の推進では、子ども読書活動推進委員

会を設置しますとともに、家庭での読書をさら

に啓発するための巡回展示を行うことといたし

ております。

（２）の読書活動推進に関する研修の充実で

は、公共図書館職員等を対象としまして、児童

サービスの専門性を高めるための研修を実施い

たします。

（３）の障がいのある子どもの読書環境整備

では、視覚障がいや学習障がいのある方などの

ために、大活字本やデイジー図書・デイジー再

生機器の整備・貸し出しを行うとともに、関係

者の研修にも取り組むことといたしております。

（４）の子ども読書フォーラムにつきまして

は、昨年度、名誉館長となっていたただきまし

た伊藤一彦氏と著名な方によります子どもの読

書をテーマとした対談を実施いたしまして、県

民の方々が読書のよさに改めて触れていただく

機会としたいと考えております。

３の事業費は、みやざき人財づくり基金を財

源としまして527万円を計上いたしております。

４の事業期間につきましては、平成26年度か

ら平成28年度の３カ年といたしております。

５の事業効果でありますが、関係者の専門性

が高まるとともに、読書の大切さについて啓発

を行うことで、県民の子ども読書活動推進の意

識の醸成を図ることができると考えております。

次に26ページをごらんください。新規事業「地

域ぐるみの「子育て・親育ち」応援事業」であ

ります。

１の事業の目的・背景であります。地域全体

で家庭教育を支える環境づくりを推進しまして、

家庭や地域の教育力の向上を図っていくことを

目的といたしております。

２の事業の内容ですが、（１）の親子のふれあ

い・絆づくりの推進では、①にありますように、

モデル地区におきまして、親子と地域の人たち

との交流を通したふれあい活動を実施いたしま

す。また、②にありますように、父親や祖父母

等の家庭教育への参加を進めるための講座を実

施いたします。

（２）の子供の生活習慣づくり運動の推進で

は、子供の基本的な生活習慣の定着を図るため、

①にありますように、モデル地区におきまして、

夏休みの全期間を通した朝のラジオ体操を実施

いたします。また、②にありますように、夏休

みの生活をチェックする「親子いきいき生活カ

レンダー」というものを県内の全小学１年生に

配布しまして、親子の生活リズムの向上を図っ

てまいります。

（３）のみやざき家庭教育サポートプログラ

ムを活用した講座の推進でございます。このプ

ログラムは、子育てにおける親の学びのための

参加体験型の研修プログラムでございまして、

昨年度作成したものでございます。このプログ

ラムの県下への普及を図るために、①と②にあ

りますように、まず、プログラムの進行役とな

るトレーナーを県内各地で養成することといた

しております。

その上で、③にありますように、トレーナー

を中心にこの講座を各市町村で実施していくこ

とにしております。

３の事業費につきましては、みやざき人財づ
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くり基金を財源としまして292万7,000円を計上

いたしております。

４の事業期間は、平成26年度から平成28年度

までの３カ年でございます。

５の事業効果につきましては、本事業に取り

組むことによりまして、家庭教育への理解が深

まり、地域ぐるみの子育てを応援する環境の拡

充が図られてまいると考えております。

生涯学習課は以上でございます。

○日髙スポーツ振興課長 資料の27ページをご

らんください。改善事業「元気いっぱい「子ど

もの体力向上」推進事業」であります。

１の事業の目的は、体力は、体を動かす原動

力であると同時に、これからの社会をたくまし

く生きるための大切な要素の一つでもあります

ことから、体育の授業や部活動を通して、総合

的に子供の体力向上を図るものであります。

２の事業の内容でありますが、（１）の体力アッ

プ支援事業では、体力向上の具体的な取り組み

として、立腰指導・一校一運動の推進、体力向

上研究推進モデル校による実践、体力向上対策

会議の開催などを行うものであります。

（２）の体育授業充実支援事業は、体育授業

の充実を図り、体力向上を目指すために、小中

高の体育担当責任者会、子供体力向上指導者養

成研修の実施などを行うものであります。

（３）の運動部活動支援事業では、体力向上

につながる運動部活動の支援のために、中学校

競技力向上推進校の指定、運動部活動指導者研

修会、外部指導者研修会を開催するものであり

ます。

（４）のスポーツとの出会い支援事業では、

運動好きの子供を育成するために、幼児教育指

導者研修会やキッズスポーツ教室などを実施す

るものであります。

３の事業費は2,210万1,000円を計上しており

ます。

事業期間は、平成26年度から28年度までの３

カ年で、児童生徒の体力の向上のほか、けがの

防止や指導者の資質向上、さらには全国規模の

大会に向けた競技力の向上が図られるものと考

えております。

スポーツ振興課は以上であります。

○大西文化財課長 文化財課でございます。

委員会資料の28ページをお開きください。新

規事業「民家園文化財再生・伝世事業」につい

てであります。

１の事業の目的・背景でありますが、県総合

博物館の民家園には、日向山間地の伝統的な建

築物の典型として、国の重要文化財に指定され

ております２棟と県指定有形文化財の２棟が展

示されております。これらの民家は、昭和47年

から53年にかけて移築復元したものであります

が、経年劣化による損傷が認められることから、

平成18年、19年度に解体修理を行った１棟を除

く３棟について保存修理を行うものであります。

２の事業の内容でありますが、（１）の民間の

保存修理等につきましては、カヤぶき屋根のふ

きかえ、部分解体修理、消火設備の更新などを

行うこととしております。

（２）の保存修理技術等の伝世につきまして

は、保存修理工事等の記録映像の作成、屋根ふ

きかえの見学会を実施することとしております。

３の事業費でありますが、国の重要文化財２

棟の平成26年度分の経費として4,224万8,000円

を計上しております。経費のうち2,071万3,000

円につきましては、国の補助金となっておりま

す。

４の事業期間は、国の重要文化財２棟につき

まして、26、27年度の２年間、県指定有形文化



- 18 -

平成26年４月25日(金)

財の１棟につきましては、28、29年度の２年間

で実施することといたしております。

５の事業効果につきましては、貴重な文化財

を後世に伝えていくとともに、伝統行事を行う

場として活用することにより、民家の文化的価

値の普及啓発を図るものであります。

文化財課は以上でございます。

○田方参事兼財務福利課長 常任委員会資料

の29ページをお願いをいたします。公立学校施

設の耐震化の状況についてでございます。

全国の耐震化の状況につきましては、現時点

で文部科学省のデータが公表されておりません

ので、本県分のみ御説明をいたします。

それでは、表をごらんください。平成26年４

月１日現在の状況でありますが、県立学校にお

きましては、表の中にありますけれども、ごら

んのとおり、耐震化率100％に達しました。Ａ欄

の対象棟数621棟全てにおいて耐震化が完了した

ことになります。市町村立小中学校におきまし

ては、精査中のため暫定値でございますが、Ａ

欄の対象棟数1,706棟に対しまして、Ｂ欄の耐震

対策済棟数は、1,611棟で、耐震化率は94.4％、

前年度比で申しますと3.2ポイントの増となって

おります。

なお、公立学校の耐震化につきましては、国

におきまして、平成27年度末までに完了するこ

とを目標にしておりますことから、できるだけ

早い段階に完了ができますように、市町村に対

しまして助言等を行っているところでございま

す。

以上でございます。

○川越学校政策課長 30ページをごらんくださ

い。五ヶ瀬中等教育学校が、文部科学省のスー

パーグローバルハイスクール事業、いわゆるＳ

ＧＨの指定に選ばれたことを御報告いたします。

１の経緯にございますように、この事業には、

全国から246校が応募し、そのうち56校が選ばれ

ましたが、本県からは、五ヶ瀬中等教育学校と

宮崎大宮高校が申請しており、五ヶ瀬中等教育

学校が指定を受けることになりました。

ちなみに、九州では、熊本の済々黌と大分上

野丘が指定を受けることになっております。

本県におきましては、新規事業「高校生グロ

ーバル・リーダー育成支援事業」として、運営

指導委員会を設置し、学校の取り組みの支援を

行っていくこととしております。

スーパーグローバルハイスクールにつきまし

ては、資料の２の２つ目の丸の事業概要にあり

ますように、国際化を進める国内の大学や企業、

国際機関等と連携を図り、グローバルな社会課

題を発見・解決できる人材や、グローバルなビ

ジネスで活躍できる人材の育成に取り組む高等

学校等をスーパーグローバルハイスクール（Ｓ

ＧＨ）に指定し、質の高いカリキュラムの開発

・実践やその体制整備を進めるとなっておりま

す。

五ヶ瀬中等教育学校の取り組み内容につきま

しては、資料の３にありますように、中山間地

域から国際社会で活躍できる「野性味あふれる

グローバル・リーダーの育成」を目的としてお

ります。

内容としましては、主に後期課程、すなわち

高校１年生に当たる４年生の段階から、オック

スフォード大学、ケンブリッジ大学などからの

留学生との交流や東京大学や九州大学などの国

内外の大学や企業などとの連携を図りながら、

高齢化や経済格差など中山間地の課題を研究す

るほか、バングラデシュやインドネシアなどで

フィールドワークを行い、研究成果の発表や解

決策の提案などを行っていくものであります。
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本年度の事業費としましては、1,272万3,000

円を申請しているところであり、事業期間につ

きましては、本年度から平成30年度までの５年

間となっております。

続きまして、次のページをごらんください。

県立高校生の就職決定状況について、御説明い

たします。

１の平成26年３月31日現在の就職決定状況を

ごらんください。

上の段にありますように、平成25年度の卒業

生は、男女合計で7,495人であります。

その下の段にありますように、就職希望者は、

県内希望が1,233人であり、県外希望が1,060人、

合計で2,293人の生徒が就職を希望しており、デ

ータには記載しておりませんが、その割合は卒

業者全体の30.6％となっております。

中ほどの就職決定者につきましては、県内

が1,248人、県外が1,015人、合わせて2,263人と

なっております。

就職決定率で見ますと、県内が101.2％、県外

が95.8％であり、全体は98.7％となります。

県内が100％を上回っておりますのは、国の調

査方法に基づき、就職希望数である分母を最初

の希望のまま固定することから生じる数値であ

ります。例えば、県外を希望していた生徒が県

内の内定をいただいた場合は、分母は県外希望

のままで、内定による分子は県内となるため100

％を上回る数値となっております。

３月末時点の98.7％は、資料として残る平成

８年度以降で最も高い決定率となりました昨年

度同期を0.2ポイント上回っております。

このような数値ですが、未決定者はまだ残っ

ておりますので、決定率が100％になるまで、ハ

ローワーク等の関係機関や学校と緊密な連携を

とりながら、就職決定の向上に努めてまいりた

いと考えております。

以上です。

○坂元特別支援教育室長 平成25年度特別支援

学校高等部卒業生の進路状況について御報告申

し上げます。資料は最後のページ、32ページを

お願いいたします。

１の進路状況ですが、表に示してあります進

路先の主なものの割合を御紹介いたします。

まず、進学が2.2％ですが、これは、大学、専

門学校への進学となります。次に、就職が27.4

％ですが、これは、自動車製造業、食品加工業、

スーパー等の小売販売業、病院事務、高齢者施

設の介護職等が就職先となっております。

次に、訓練機関等が24％になっておりますが、

これは、職業能力開発校への入校でございます。

次に、福祉サービス利用、医療機関入所等の

割合が40.8％と最も多くなっておりますが、こ

の福祉サービス①とは、以前は授産施設と言っ

ておりましたが、障がい者支援施設や作業所等

への入所、通所でありまして、福祉的な就労等

でございます。

福祉サービス②とは、主に障がいが重度の卒

業生が、日常生活支援など自立訓練等のサービ

スを利用するものでございます。

続きまして、２の就職者数の推移でございま

す。就職割合は、平成21年度より平均すると３

％ずつ上昇しておりまして、平成25年度は、ご

らんのとおり、27.4％となり、過去最高の数値

となりました。

今後とも、障がいのある子供たちの自立と社

会参加の推進に向けて積極的に取り組んでまい

りたいと思いますので、よろしくお願い申し上

げます。

報告は以上でございます。

○西村委員長 執行部の説明が終わりました。
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質疑はありませんか。

○髙橋委員 20ページの連携型中高一貫教育推

進事業費でお尋ねします。連携型なんで、併設

と違っていろいろとデメリットがありそうな気

がしてならないんですが、宮崎県で初めてとい

うことで、全国的に他県で成功している事例が

あるわけですね。

○川越学校政策課長 中高連携につきましては

３つ制度がございまして、中等教育学校、そし

て、今委員がおっしゃいました併設型の中高一

貫、そして、連携型ございます。その連携型に

つきまして、先進的にやっている県の中で、今

情報で入っている中では、大分県の安心院中、

安心院高校、それと、由布院の中高が非常に先

進的な取り組みをしているところであります。

市町村の教育委員会の設置者と県立の設置者

と２つに分かれているところがございますので、

連携型の場合、そのあたりの連携の取り組みに

ついては、綿密な取り組みをしていかなきゃな

らないという壁がございますが、そういったこ

とを研究するということで、この事業を立ち上

げたところでございます。

以上です。

○髙橋委員 今後研究されていくわけでしょう

けど、例えば、小中一貫校、かなり当初盛り上

がっていったんですけど、だんだん声が小さく

なった。というのは、やっぱり距離があるもん

ですから、どうしても連携というものがとりに

くいんです。事業費が52万7,000円だから、これ

２年間の事業で来年はどうなるかちょっとわか

りませんが、教師の人員配置が現状の中でこれ

連携をしようということはちょっと厳しいん

じゃないかなという、小中一貫校の事例を見て

もどうなのかなってちょっと疑問を抱くもので

すから。例えばこの事業内容の、高校の先生が

中学校に行くということもおっしゃいました。

あと、中高合同による行事とか部活動とか。今

でもいろいろ大変だという声を聞く中で、果た

してこれこの事業が推進できるのかなという疑

問なんです。事業費等が来年度どうなるかわか

りませんが、今の人員配置でやるんであれば、

ちょっと非常に私としては疑問があります。入

り口だから、まだそう詳しく説明できないもの

は、それで結構でしょうけど、予算のつけ方と

か人の配置とか、そういう基本的な考え方だけ

きょうのところは教えてください。

○川越学校政策課長 人的な配置につきまして

は、既存の中学校と高校の中で実施をすること

になりますけれども、いわゆる高校の先生が中

学校に行くことによって、教科間の中身を考え

ていくというふうなところでは、連携をしてい

くということは、現在も今ある地区では、いろ

んなところではやっているところがあります。

一つは、地域の生徒の数が少しずつ減ってき

ている関係もございますので、そういった意味

で、適正に教育が行われるためには、ある程度

の支援をしていかなければならないような状況

もございます。そういった意味では、今おっしゃ

いました人的な部分について、どのような考え

方があるのかということはちょっと研究させて

いただきたいなというふうに思っております。

○髙橋委員 まだ決定じゃありませんけど、例

えば、串間は中学校が１校になるかもしれませ

ん。高校は何とかイメージができるんですけど、

距離があるから。それと、複数中学校があると

ころで高校が１校しかないとか、２校なのか。

例えば、遠いところが選択されるのかなという

ところも、私としては、そういう疑問毎年新た

に抽出しているんですけど。

○川越学校政策課長 今、髙橋委員がおっしゃ
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いました内容も含めまして、串間の話も出まし

たけれども、ほかの地区につきましても、連携

型のスタイルをとることで、その地域が活性化

できるかどうかということも含めまして、鋭意

研究してまいりたいなというふうに思っており

ます。

○髙橋委員 事業費をもうちょっと膨らまされ

たほうがいいような気がしますが。

○川越学校政策課長 来年度そのような形でい

かせていただきます。

○西村委員長 ほかにないでしょうか。

○山下委員 初めて文教のほうに来たのでよろ

しくお願いいたします。

この事業を新規とかいろいろ御紹介があった

ところではあるんですけども、この事業内容は、

本当に地域との連携というのが、24ページにし

ても、22ページにしても、21ページ、本当に26

ページもそうです。地域ぐるみの「子育て・親

育ち」応援事業とか、私、本当に地域の中でも

応援できる体制、そして、地域間でかなりの差

があろうかと思うんです。具体的に、これだけ

の事業を進める中で、地域との連携の構築でしょ

うか、その辺のことをどれぐらいの範囲で考え

ておられるのか。そうであれば、この事業をさ

れるというときに、地域間との連携、そのこと

をちょっと考え方をお聞かせいただきたい。

○村上生涯学習課長 生涯学習課でございます。

新規事業３件ほど上げさせていただいており

ますけども、社会教育の推進、生涯学習の推進、

地域との連携が非常に重要になってくるわけで

ございまして、県民総ぐるみの教育の推進と、

教育力の向上ということで取り組んでおりまし

て、これまで教育支援ボランティアの養成であ

りますとか、学校支援ボランティアというよう

なことで鋭意取り組んできております。

その過程におきまして、地域の方々の力が子

育ての上でも、学校支援の上でも非常に大切で

あるというようなことで、今回の新規事業にも

ございますように、家庭教育支援を行う上でも、

これは、地域の方々に、親に直接というのもご

ざいますし、地域の方も含めて、親任せにする

のではなくて、地域の方々もそれ協力していく

と。地域全体で子供を育てるということで、学

校が負担がふえておる部分につきましては、地

域の方々ができることをできるときにやるとい

う学校支援のボランティアで協力していくとい

うようなことで進めておりまして、長年の取り

組みによりまして、おかげさまでボランティア

の数も相当ふえておりますし、各地域ごとの教

育事務所におきましても、さまざまな取り組み

を行っていただく中で、それぞれの地域の社会

教育団体、それから、地域のボランティアの方

々とのネットワーク構築に努めているところで

ございます。

以上でございます。

○川越学校政策課長 先ほど学校政策課のほう

から説明いたしました、21ページの地域産業を

支える元気な担い手育成事業というのがござい

ます。地域産業界との連携を強化し、市場や現

場で通用する商品開発、技術の習得をするとい

うことを目的に本物志向の取り組みを推進する

というふうに説明申し上げました。地域の課題

に対する生徒の専門力とか地域産業界との交流

を深める取り組み、企業や職場への理解を深め

るとか、そのような取り組みをすることも、ま

た地域との連携を図ることの内容になるかと思

います。

以上です。

○山下委員 先ほどいろんなボランティア団体

とか、そういうところの地域との連携というの
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がありましたけども、子供の見守り隊でしょう

か、通学、帰るときかな、そういうのは私たち

も見ているんですけど、学校現場において先生

方の負担というのはかなりあろうと思っていま

す。私たちも、毎年、子供たちの入学式とか卒

業式を拝見させていただいて、本当に規律ある

子供たちが育っているなということをいつも感

動して、そういう行事に出させていただいてい

るんですが、やっぱりこういう事業を進めてい

く中で、協力してくれる団体というのは、私も、

さほどボランティアというのが余り気づかない

ものですから、公民館関係であったり、具体的

な組織というのが、ＰＴＡの役員の皆さん方も

非常に子育てで負担が多くて余計な行事をした

がらない。その負担というのが、地域間との連

携というのを組織的に進めようとなれば、具体

的なそういう根おろしが必要かなと思うんです。

どういう形で根おろしをされようとしているの

か。もうちょっと教えていただくとありがたい

なと思うんですけど、ちょっと私もいろいろ考

えていることがあるもんですから、地域の中で。

○村上生涯学習課長 例えば、安心安全の見守

りということにつきまして、先ほど申し上げま

したように、地域におきます教育支援ボランティ

アの方々です。これは、かつてより高齢者クラ

ブとか、いろんな団体が朝の見守り、帰りの、

登下校中の見守りをやってますけども、最近で

いいますと、学校支援ボランティアとか、また、

放課後子ども教室等におきまして、具体的にボ

ランティアの方々が活躍をしていただいている

場面が大変ふえてきております。その中で、ボ

ランティアとして、一番取り組みやすいと言い

ますと語弊がありますけども、朝の横断歩道で

のお手伝いとか、そういったことにつきまして

は、おかげさまでそれぞれの市町村で大変積極

的な取り組みがなされておるとこでございます。

御質問にありましたように、どのような形で

ということでいきますと、いろんな団体がいろ

んな取り組みをしておりますけども、私ども教

育委員会でいいますと、そのような地域の教育

力の向上と、地域の方々のボランティアの要請

という中で、さまざまな形で地域の取り組みが

展開されていくというようなことに取り組んで

おるということでございます。

○山下委員 はい、いいです。

○西村委員長 ほかにないでしょうか。

○右松副委員長 最初から余り厳しいことは言

いたくなかったんですけど、まず、日程の時間

配分ですが、かなりボリュームが教育委員会多

い中で、40分しかとられてないんです。それで、

説明に36分かかってますので、４分で質疑応答

ができるはずもないわけであって、どういう時

間配分になっとるのかちょっと私はわかりませ

んけど、せめてやっぱり説明時間の倍は必要だ

なと思っています。時間が余りもう、後ろが押

してますのでもう早口で言いますけれども、一

つは、教育委員会の北部事務所の公然わいせつ

の件でありますが、新聞等でも拝見をいたしま

して、定例教育委員会ではかなり激しい意見が

出たのではないかなというふうに思ってます。

私は、起こってしまったことは、これはもう取

り返しがつきませんから、あるいは今後どのよ

うな対策を講じていくのかというのがやっぱり

大事かなと思ってます。飛田教育長のおられる

ときに、やっぱりしっかりとした対策を講じて

もらいたいと思うんです。

それで、ちょっと具体的に入っていきたいん

ですが、わいせつ事案ということで、これは人

間的な性的欲求はありますから、でも、それを

理性でコントロールしているわけでありますけ
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れども、やっぱり子供たちの教育を担う、重責

を担う教育関係者ということでありますから、

より一層ここはしっかりしてもらいたいんです。

それで、飲酒の病因に関してはストレスと比

例関係あると思いますけれども、わいせつに関

しては、もうストレスではなくて病気だという

ふうに専門家は言ってます。ですから、性衝動

が抑えられないということは、何らかのやっぱ

り治療が必要な、そういう類いになってくるの

かなと思っているんです。

この方は、ちょっと事前に大西課長に伺いま

すと、教員から入ってこられたということです

から、なおさらやっぱり子供を、これから現場

へ戻るとすれば、極めて重大なことだと思って

います。この人が初めてこういうことを、公然

わいせつをやられたのか知りませんけれども、

張り込みがあって、尾行調査なりされてこうい

うことになったとすれば、もうちょっとこれは

重大に考えてもらいたいなと思っているんです。

それで、具体的にちょっと話に入っていきま

すけど、ちなみに、熊本県の教育委員会でこう

いう冊子をつくってまして、私が熊本県のこの

中身を見まして、「教職員の不祥事の根絶を目指

して」ということで、いろいろすごく取り組ま

れているんです。宮崎県も一生懸命取り組まれ

ていると思いますので、ちょっと伺いたいのは、

時間がもうありませんけど、ちなみにそのわい

せつの事案ですけど、この数年間の件数の、も

う件数だけで構いませんからちょっと教えても

らっていいですか。

○西田教職員課長 わいせつの件数ですけれど

も、平成23年度から申し上げますと、23年度に※

３件起こっております。昨年度、24年度ゼロ、25

年度現在ないという状況であります。

以上です。

○右松副委員長 ３件、４件ですから熊本県と

ほぼ同じでありますけれども、やっぱり予兆を

見抜けなかったのかなということが１点申し上

げたいと思いますし、それから、厳正な処分で

すけど、ちなみに熊本の場合は、わいせつ行為

はこれ懲戒免職になっているんです。どういう

ふうな処分されるかも関知しませんけれども、

その中でなぜこういうことになったかというこ

とを、チェックリストも含めていろんな分析を

していく中で、あと研修でさまざま、懲戒免職

の処分を受けた方のコメントを入れたり、チェッ

クリストに自己チェックができるような項目を

設けたりとか、あるいは研修の中で事案の背景

とかをみんなで考えるような、そういうことも

やってます。ですから、今後の対策としてどの

ようなことを考えておられるのか、伺いたいと

思います。

○大西総務課長 今回の事案につきましては、

今副委員長が御指摘いただいたとおりでござい

まして、私どもも真摯に受けとまして、今後具

体的にどういうことをやっていけばいいのか真

剣に考えていきたいと思っております。

それで、やはり今御示唆をいただきましたよ

うに、具体的な事例に沿った、より心に響くよ

うな、そういった研修のあり方ですとか、そう

いったことをもう一度見直しをして、これは、

今回事務局の職員でありましたけども、教育委

員会全体としていま一度真剣に考え直し、反省

すべきところ、あるいは見直すべきところ、も

う一回チェックをしてしっかり取り組んでまい

りたいというふうに考えております。

○右松副委員長 やっぱり具体的に答えていた

だきたい。きょうはもういいですけども、対策

としてしっかり飛田教育長さん等にやってもら

※25ページに発言訂正あり
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うといいのかなと思っています。

それから、２つ目ですけど、23ページの子ど

もの学力を伸ばす総合推進事業でありますが、

やはり学力向上は大変大事なことだというふう

に思っています。そういった中でいろいろ項目

が書かれてありますが、どれだけこれで学力向

上につながるのか、短い時間ですからわかりづ

らいわけでありますけれども、やはりまずは子

供たちの現状の学力の把握をしっかりしていく

ことはもちろん大事であります。それから、指

導方法の工夫があって、補充授業というのはあ

るわけでありますけれども、具体的に学力向上

を図っていく中で、例えば補充授業、小学校、

中学校、今のパーセンテージがどうなのか、こ

れは聞きませんけども、それから、放課後学習

サポートの関係はどういうふうになっているの

か。

それと、先進地といいますか他県を見ますと、

やはり目標を数値化しています。だから、学力

の調査結果の全国順位をどのように上げていく

かという中でどういうふうに対策をとられてい

くかというのが数値目標してますし、それから、

事業の規模にしても2,026万8,000円ということ

でありますけれども、これで果たして学力向上、

どれまで図っていくのか、具体的に学力向上ど

のように図っていこうと考えておられるのか、

端的にお答えいただければと思います。

○川﨑学校支援監 学力向上につきまして、御

指摘がありましたことについてお答えしたいと

いうふうに思います。

まず本県の学力の状況ですけども、全国学力

調査結果によりますと、おおむね全国水準にあ

るというふうに考えております。ただ、Ａ問題、

Ｂ問題というふうにございまして、Ａ問題の知

識等の分につきましては、おおむね達しており

ますけども、Ｂ問題に関する思考力とか活用す

る部分につきましては、不十分ではないかとい

うふうに考えております。

したがいまして、本年度、特に事業の内容と

して上げましたように、教科指導力を向上させ

るということで、事業モデル等の案を作成しま

して、どのような学習展開をすればいいのか、

また、どのような学習内容を取り上げていけば

いいのかということにつきまして、事例研究を

して、授業モデルを作成したいというふうに考

えております。そして、教科指導の力を高める

ということで推進校の指定でありますとか、高

校におきましては、教科指導力向上支援教員等

の任命もやっていきたいと思っておりますし、

また、実践地域を県内北部、南部、中部という

ふうに特定をしまして、基本的な内容の、ある

いは学習習慣の定着を図る指導なども充実して

まいりたいというふうに考えております。いか

にしましても、教科指導力を上げていきたいと

いうふうには考えております。

○右松副委員長 目標を数値化していくという

のがやっぱりポイントになってきましたから、

その点についてはもう少ししっかりと考えてい

ただきたいと思います。

それから、もう一つ学力向上とともに、これ

はもう皆様もよくわかっているとおり、人間力、

徳とか、それはやはり一緒に高めていくことが

必要であって、医学部の医学科の難関大学を目

指す生徒の支援というのはあります。これは、

もちろん大事でありますけれども、やっぱり道

徳意識の低い医師をふやしても患者さんのため

にはなりませんし、ひいては県民のためになり

ませんから、その辺のバランスをしっかりと考

えていただきたいということを申し上げたいと

思います。
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最後に、もう一個、教育研修センターですけ

ど、よく議論されている中で、南海トラフの中

で津波対策です。確かに浸水に関してはイオン

とかのを比べるとかなり低いわけですけれども、

これは、屋上とかその辺の対策をどういうふう

に避難がされるようになっているのかちょっと

教えてください。

○大西総務課長 この研修センター、現在地に

つきましては、津波被害浸水区域には実は入っ

ていないということであります。ただ、海岸に

非常に近いわけでありますので、これから、こ

とし、今年度になりますけども、実施設計を委

託をしていくことになりますので、今御指摘の

あった点については、その点を踏まえてしっか

りと協議をしていきたいというふうに考えてお

ります。

○右松副委員長 わかりました。

以上です。

○西村委員長 ほかに。

○西田教職員課長 先ほどセクハラ、わいせつ

の件についての件数のことなんですけれども、23

年度３件と申し上げましたが、非公表事案が１

件ありまして、それで４件ということで訂正を

お願いいたします。

○西村委員長 ほかにないでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○西村委員長 ないようですので、以上をもち

まして、教育委員会を終わります。

執行部の皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩をいたします。

午前11時48分休憩

午前11時51分再開

○西村委員長 委員会を再開をいたします。

先般の臨時県議会におきまして、私ども７名

が文教警察企業常任委員会の委員となりました。

このたび委員長に選任されました日向市選出の

西村でございます。

一言御挨拶を申し上げます。

また、１年間この企業局の皆様とともに、県

内の企業局の保有する有効な活用等々、また、

その他いろんな議論を尽くしてまいりたいと思

いますので、どうぞよろしくお願いをいたしま

す。

委員の紹介をいたします。

私の隣が宮崎市選出の右松副委員長でござい

ます。

向かって左側になります。都城市選出の中村

委員でございます。

都城市選出の山下委員です。

西都市・西米良村選出の押川委員でございま

す。

右側になります。日南市選出の髙橋委員です。

都城市選出の徳重委員でございます。

次に、書記の紹介をいたします。

正書記の沼口主任主事でございます。

副書記の牧主幹でございます。

それでは、局長の御挨拶、幹部職員の紹介並

びに所管業務の概要説明をお願いをいたします。

○四本企業局長 企業局長の四本でございます。

このたび企業局長を拝命をいたしました。どう

ぞよろしくお願いをいたします。

私ども企業局は、地方公営企業として、電気

事業を中心に、工業用水道事業、それから、地

域振興事業の３つの事業を経営しており、これ

までのところ、おかげさまで３事業とも順調に

推移をしているところであります。しかしなが

ら、御案内のとおり、原発事故以降、国のエネ

ルギー政策の大幅な見直しが検討されているな

ど、企業局を取り巻く環境というのは大きく変
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化をしてきておりまして、これに的確に対応を

していく必要があるわけであります。

私ども企業局の目的は、公共の福祉の増進と

いうことでありますので、将来にわたってこの

目的が果たせるよう、職員が一丸となりまして、

この目的の達成のためにこれからも頑張ってま

いる所存であります。

委員の皆様には、御指導、御支援を賜ります

ようよろしくお願いを申し上げます。

それでは、座って説明をさせていただきます。

まず、初めに、局本庁の幹部職員の紹介をさ

せていただきます。

お手元の委員会資料の１ページをお開きいた

だきたいと思います。幹部職員の名簿を載せて

おりますので、ごらんください。

まず、副局長の城野豊隆でございます。

土木担当技監の図師雄一です。

電気・機械担当技監の本田博でございます。

総務課長の沼口晴彦でございます。

経済企画監の喜田勝彦でございます。

工務課長の新穗伸一でございます。

開発企画監の平松信一でございます。

電気課長の白ヶ澤宗一でございます。

施設管理課長の山下雄一でございます。

総合制御課長の田村秀秋でございます。

続きまして、総務課課長補佐の橋本文人でご

ざいます。

工務課課長補佐の廣前秀一郎でございます。

電気課課長補佐の巣山昭文でございます。

同じく、電気課課長補佐の森本誠二でござい

ます。

施設管理課課長補佐の新見剛介でございます。

同じく、施設管理課課長補佐の山下正次でご

ざいます。

総合制御課課長補佐の上石浩でございます。

最後に、議会担当であります。

総務課主幹の市成典文でございます。

同じく、主査の福留尚仁でございます。

それでは、委員会資料に基づきまして、所管

事業の概要等を説明させていただきます。

２ページをごらんいただきたいと思います。

平成26年度の組織体制でありますが、副局長、

２技監、本庁５課１出先機関でございまして、

職員数は私を含めて117名となっております。

それぞれの課及び事務所の主な事務分掌につ

きましては、３ページに記載をしておるとおり

であります。説明は省略をさせていただきます。

４ページをお開きください。続きまして、事

業概要について御説明申し上げます。

冒頭申し上げましたように、企業局では、電

気事業、工業用水道事業、地域振興事業の３事

業を実施しております。

まず、企業局の基幹事業であります、電気事

業でございます。

①の沿革でありますが、本県においては、昭

和13年に県営電気事業が発足して以来、全国有

数の豊富な水資源の活用を県政の重要課題と位

置づけまして、これまでに６つの河川総合開発

事業が完成しております。

河川総合開発事業は、河川管理者である県土

整備部が所管する事業ではありますが、企業局

が委託を受けて多目的ダムを建設しており、こ

れらの事業を通じて、電力の安定供給や流域市

町村の水害防止、かんがい用水の確保など、県

の産業振興や地域の発展に貢献をしているとこ

ろでございます。

②の事業の規模でありますが、現在、発電所

は13カ所でありまして、その最大出力の合計は15

万8,035キロワットで、全国26の公営電気事業者

の中では３番目の規模であり、発電した電力は
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全て九州電力へ供給しております。

発電所の一覧につきましては、下の表のとお

りでございます。全ての発電所は、企業局庁舎

８階の総合制御課から集中監視制御を行ってい

るところであります。

５ページをお願いいたします。③に今年度の

年間供給電力量等の見込みを示しております。

水力発電により九州電力に売電する年間供給

電力量は５億297万2,000キロワットアワーであ

り、これは、県内の全世帯が年間に消費する電

力量の約30％に相当する量であります。また、

売電収入である電力料は、40億8,511万6,000円

を見込んでおります。

次に、（２）の緑のダム造成事業ですが、この

事業は、平成18年度から、安定的な電力の供給

に資することを目的として実施しております。

内容といたしましては、企業局の発電事業に

関係するダム上流域を対象に未植栽地を買収し

まして、ヒノキや山桜など水源涵養機能の高い

針葉樹と広葉樹による混交林として整備をして

いるところであります。昨年度までに362.9ヘク

タールを購入し、149.2ヘクタールに植林を実施

しているところであります。

次に、（３）の新エネルギーへの取り組みであ

ります。

まず、①の太陽光発電設備につきましては、

日向市の工業用水道施設配水池に30キロワット

の施設を、また、新富町の一ツ瀬川県民スポー

ツレクリエーション施設、河川敷のゴルフ場で

ありますけれども、こちらにも90キロワットの

設備を、さらに、昨年度末には北部管理事務所、

綾第二発電所の２カ所にも、それぞれ20キロワッ

ト、50キロワットの設備を設置しているところ

であります。

また、②のマイクロ水力発電設備につきまし

ては、祝子第二発電所に、河川維持流量を利用

した35キロワットの出力のマイクロ水力発電を

設置しているほか、昨年度には日之影町と共同

で下小原地区に出力５キロワットの下小原発電

所を建設し、２月から運転を開始しております。

この設備では今後３年間、マイクロ水力発電

設備の実証実験を行うこととしており、得られ

た運用データを今後の市町村支援に生かしてい

きたいと考えております。

○西村委員長 予定の12時になりますが、この

まま続けさせていただいてよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○西村委員長 それではお願いします。

○四本企業局長 ６ページをお願いいたします。

次に、工業用水道事業であります。

（１）事業の概要でありますが、工業用水道

事業は、日向市の細島工業団地に工業用水を供

給する目的で、昭和39年10月の完成と同時に給

水を開始しております。その給水能力は、日量12

万5,000立方メートルとなっておりまして、現在、

旭化成株式会社など13社に給水を行っていると

ころであります。また、６月からは、新たに中

国木材株式会社に給水を開始することとなって

おります。なお、工業用水道施設につきまして

も、発電所と同様に、企業局庁舎から監視制御

を行っているところでございます。

（２）に企業別の契約水量をお示ししており

ますが、６月には給水開始予定の中国木材株式

会社を含めた14社の契約水量の合計は、日量12

万4,618立方メートルとなっております。

（３）の給水料金でありますが、基本料金は

１立米当たり10.4円で、これは、全国的に見て

も低廉な料金となっております。

７ページをごらんください。施設の概要を掲

載しております。
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上のほうの地図でありますが、左端の耳川か

ら取水をして、総延長9.3キロメーターの送水管

を使いまして、右側の細島工業団地の近くにあ

る配水池に送水し、ここから各企業に工業用水

を供給しております。

また、下の左側の写真は、日向市東郷町にあ

る北部管理事務所の浄水場であり、右側の写真

は、日向市細島地区にある配水池の写真であり

ます。

次に、８ページをごらんください。地域振興

事業であります。

（１）の事業の概要でありますが、電気事業

の地域還元事業として、一ツ瀬川の河川敷にゴ

ルフ場などを整備したもので、低廉な価格でサ

ービスを提供することにより、地域振興と県民

福祉の向上に寄与しているところであります。

平成２年11月から営業を開始しまして、先般、

４月３日には利用者数が累計100万人に達し、記

念式典を開催したところであります。

利用者数100万人突破という記念すべき実績を

上げることができたのも、各委員の皆様のこれ

までの御支援のおかげであり、深く感謝を申し

上げますとともに、引き続き、御支援、御愛顧

のほど、よろしくお願いいたす所存であります。

資料に戻りまして、（２）施設の管理運営につ

きましては、平成18年度に指定管理者制度を導

入いたしまして、現在は一般財団法人一ツ瀬川

県民スポーツセンターが指定管理者として管理

運営を行っているところであります。

参考といたしまして、ゴルフ場の利用料金表

をお示ししておりますが、さまざまな割引制度

を設けるなど、県民の皆様が利用しやすい料金

設定となっております。その下には施設の概要

を掲載しております。ゴルフコースは、パブリッ

クの18ホールとなっております。

９ページに施設の位置図を掲載しております。

電気事業の関係では、赤色の文字で表示をし

ておりますが、県の北部を流れます祝子川に４

カ所、県の中央部を流れます小丸川に２カ所、

三財川に２カ所、綾北川に３カ所、そして県の

西部を流れます岩瀬川に２カ所、合計13カ所の

発電所がございます。

工業用水道事業の関係では、水色の文字で表

示をしておりますが、日向市東郷町に北部管理

事務所工業用水道浄水場がございます。

地域振興事業の関係では、緑色の文字で表示

をしておりますが、新富町に一ツ瀬川県民スポ

ーツレクリエーション施設がございます。

10ページをお願いいたします。平成26年度宮

崎県公営企業会計当初予算であります。

まず、予算のポイントでありますが、３点掲

げてあります。

１点目は電力システム改革に向けた更なる経

営基盤の強化でありまして、国の電力システム

改革の進展に備え、さらなる経営基盤の強化を

図るため、小水力発電の開発・導入、既存の発

電設備の出力増強に資する取り組みを推進する

ものであります。

２点目は電力の安定供給と大規模災害への備

えでありまして、東日本大震災を契機とする電

力需給の逼迫やそれに伴う水力発電の役割の高

まりに応えるため、水車発電機等の計画的な点

検・整備、南海トラフ巨大地震等の大規模災害

への備えを強化するものであります。

３点目は公益企業としての地域貢献の充実と

県民への広報ＰＲでありまして、本県産業経済

の振興と住民福祉の増進という公営企業として

の役割を踏まえ、地域貢献や広報ＰＲなどの取

り組みを実施するものであります。

主な事業につきましては、後ほど御説明いた
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します。

11ページをごらんください。予算の概要であ

りますが、公営企業会計は、制度改正に伴い新

会計基準が適用されますことから、前年度予算

に比べ収支に顕著な差異が生じているところで

あります。

初めに、（１）の電気事業についてであります。

業務の予定量といたしましては、５億297

万2,000キロワットアワーの供給電力量を予定し

ておりまして、その結果、収支見込みにつきま

しては、平成26年度当初予算における収益的収

支の収支残、黒い太枠で囲んでいるところであ

りますが、６億3,332万1,000円の収支残を見込

んでおります。

次に、（２）の工業用水道事業についてであり

ます。

業務の予定量としましては、14社の企業に対

しまして、年間4,548万5,570立方メートルの総

給水量を予定しておりまして、その結果、収支

見込みにつきましては、黒い太枠で囲んでいる

ところでありますが、４億1,714万4,000円の収

支残を見込んでおります。

次に、（３）の地域振興事業についてでありま

す。

業務の予定量といたしましては、３万3,500人

の施設利用者数を予定しておりまして、その結

果、収支見込みにつきましては、黒い太枠で囲

んでいるところでありますが、3,698万8,000円

の収支残を見込んでおります。

資料の12ページから17ページにつきましては、

事業会計別の予算を細かく記載しておりますが、

説明は省略をさせていただきます。

次に、資料の18ページ及び19ページをごらん

ください。今年度の主要事業の概要を掲載して

おりますが、その中の主なものを説明いたしま

す。

まず、18ページの（１）企業局新エネルギー

導入事業であります。この事業は、本県の地域

特性を生かした環境に優しい新エネルギーの有

効活用を図るため、小水力発電等の導入に取り

組むものであります。

特に、新規事業の「日南ダム発電所建設工事」

は、日南ダムにおける小水力発電設備の設置工

事に着手するものであり、治水ダムに小水力発

電設備を設置するのは県内初の取り組みとなり

ます。

次に、（５）新総合監視制御システム整備事業

であります。これは、大規模災害への備えを強

化し、電力や工業用水の安定供給を確保するた

め、発電所と工業用水道施設を集中監視制御し

ているシステムを更新するとともに、綾第二発

電所にシステムのバックアップ装置を設置する

ものであります。

19ページでありますが、新規事業の「工業用

水道事業開始50周年記念事業」は、細島工業団

地に工業用水を供給している工業用水道事業が

昭和39年の給水開始からちょうど50年を迎えま

すため、北部管理事務所を会場として、記念式

典やパネル展等を行うものであります。

（10）の一ツ瀬川県民ゴルフ場利用者100万人

達成事業は、平成２年の開業からの利用者が延

べ100万人に達したことを記念して、日ごろの利

用に感謝するため、コンペやジュニアゴルファ

ーを対象としたレッスンなどを実施するもので

あります。なお、先ほども申し上げましたよう

に、４月３日に利用者100万人を達成したところ

であります。

一番下の表をごらんください。知事部局等へ

の経費支出額をまとめておりますが、平成26年

度につきましても、多目的ダム管理費用や水利
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使用料など、総額で15億8,320万5,000円を知事

部局へ支出することとしております。

資料の20ページから23ページにつきましては、

先ほど御説明しました主要事業、企業局新エネ

ルギー導入事業、新総合監視制御システム整備

事業、工業用水道事業開始50周年記念事業及び

一ツ瀬川県民ゴルフ場利用者100万人達成記念事

業の詳細について掲載をいたしておりますので、

後ほどごらんいただければと思います。

以上で説明を終わりますが、私ども企業局と

いたしましては、経営の効率化と経費の節減に

努め、引き続き、健全経営を維持しながら、公

共の福祉の増進に寄与してまいりたいと考えて

おります。

以上でございます。

○西村委員長 ありがとうございました。執行

部の説明が終わりました。

質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○西村委員長 ないようですので、以上をもち

まして、企業局を終わります。

執行部の皆様、御苦労さまでした。

暫時休憩をいたします。

午後０時９分休憩

午後０時11分再開

○西村委員長 それでは、委員会を再開をいた

します。

４月16日に行われました委員長会議の内容に

つきまして、御報告をいたします。

委員長会議におきまして、お手元に配付の委

員長会議確認事項のとおり、委員会運営に当たっ

ての留意事項等を確認いたしました。

時間の都合がありますので、主な事項のみ説

明をいたします。

まず、１ページをお開きください。

（５）の閉会中の常任委員会についてであり

ます。

定例会と定例会の間に原則として１回以上開

催し、また、必要がある場合には適宜、委員会

を開催するという内容であります。

次に、２ページをお開きください。

（７）の執行部への資料要求につきましては、

委員から要求があった場合、委員長が委員会で

諮った後、委員長から要求するという内容でご

ざいます。

また、（８）の常任委員長報告の修正申し入れ

及び署名についてでありますが、本会議で報告

する委員長報告について、委員会でその内容を

委員長一任と決定した場合、各委員が修正等の

申し入れを行う場合は、委員長へ直接行うこと、

報告の署名は、委員長のみが行うこととするも

のであります。

次に、３ページをお開きください。

（12）の調査等につきましては、ア、県内調

査、イ、県外調査、ウ、国等への陳情と分かれ

ております。

まず、アの県内調査についてでありますが、

４点ございます。

１点目は、県民との意見交換を活発に行うた

め、常任委員会の県内調査においては、県民と

の意見交換を積極的に行うというものです。

２点目は、調査中の陳情・要望等について、

事情聴取の性格を持つものであり、委員会審査

に反映させれば事足りるということで、後日回

答する旨などの約束はしないということであり

ます。

３点目は、委員会による調査でありますので、

単独行動による発着は、できる限り避けるとい

うものであります。
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４点目は、特に必要がある場合は、県内調査

ではありますが、日程及び予算の範囲内で隣県

を調査できるというものであります。

なお、日程等につきましては、表のとおりで

ありますが、常任委員会については、県民との

意見交換を積極的に行うことや調査テーマや調

査先の関係等により、行程上１泊２日での実施

が困難な場合を考慮し、２泊３日も可となって

おります。

次に、イの県外調査でありますが、節度ある

調査を行うために、休祝日、定例会中、調査先

の議会中及び災害時の発着や単独行動を避ける

ことを確認するものであります。

その他の事項につきましても、目を通してい

ただきたいと思います。

皆様には、確認事項に基づき委員会の運営が

円滑に進むよう御協力をお願いをいたします。

特に、この前の委員長会議におきましては、

県内県外視察中の、特に途中で抜けられるとか、

夜自由行動をするということに関しては、いま

一度委員の皆様にも念に押してくださいという

ことが言われましたので、特にお願いをしたい

と思います。

特に、何かございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○西村委員長 ないようですので、今年度の委

員会調査など、活動計画（案）については、お

手元に配付の資料のとおりでありますが、活動

計画（案）につきましては、県内調査を５月に

実施する予定であります。日程の都合もありま

すので、調査先については、あらかじめ皆様か

ら御意見を伺いたいと思います。

手元に配付資料として26年度の調査先候補、

もしくはこれまでの調査状況を配付しておりま

す。何か御意見、御要望等があればお出しいた

だければと思います。また、県外調査について

も御意見、御要望等があれば出していただきた

いと思います。

暫時休憩いたします。

午後０時15分休憩

午後０時17分再開

○西村委員長 委員会を再開をいたします。

県内調査の日程、調査先等につきましては、

御意見を参考にしながら、正副委員長に一任い

ただくことで御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○西村委員長 それでは、そのようにさせてい

ただきます。

暫時休憩します。

午後０時17分休憩

午後０時19分再開

○西村委員長 では、委員会を再開いたします。

その他で何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○西村委員長 何もないようでしたら、本日の

委員会を終わりたいと思います。お疲れさまで

した。

午後０時20分閉会


